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自然環境分野における
政策の方向性



東京都生物多様性地域戦略（仮称）の概要
生物多様性基本法第5条に基づく計画

【現行戦略】

「緑施策の新展開～生物多様性の保全に向けた基本戦略～」（2012年5月策定）

緑の量を確保する取組に加え、生物多様性の保全など緑の質の確保にも重点をおいた取組を展開

緑施策中心の整理から生物多様性中心の総合的な戦略に改定するため検討開始

【改定に向けた経緯】

2019年12月 東京都自然環境保全審議会に改定について諮問 ※コロナで一時検討休止

2021年8月 東京都生物多様性地域戦略改定ゼロドラフトの公表及び意見募集

※現在、自然環境保全審議会に設置している生物多様性地域戦略改定検討会において継続検討中
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本日の議事内容

東京都環境審議会 東京都自然環境保全審議会

・東京都環境基本計画について議論
※NbSや行動変容について多くの意見あり

今後の整理の方向性

東京都自然環境審議会における生物多様性
の議論を踏まえて、環境基本計画の目標や
施策の方向性を掲載

東京都環境審議会におけるNbSや行動変容
の議論を踏まえて、生物多様性地域戦略を
整理

・生物多様性との関連で、NbSや行動変容についての御意見を中心にお願いしたい

本日の議事内容

・東京都生物多様性地域戦略について議論
※目標や施策の方向性について検討
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ゼロドラフト
３章 将来像

都外への配慮
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地域戦略改定のゼロドラフト

ゼロドラフト
４章 戦略

NbS

行動変容
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ゼロドラフト
４章 戦略
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ゼロドラフト
４章 戦略

NbS
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ゼロドラフト
４章 戦略

行動変容

7



都内 都外
【生態系サービスごとの将来像と基本戦略との関係性】

供給
サービス

基盤サービス

調整
サービス

文化的
サービス

基本戦略２
（持続的な利用）

基本戦略１
（保全と回復）

基本戦略３
（行動変容）
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次期国家戦略の策定方針（全体）における「基本的な考え方」

生物多様性の損失は気候変動とも並ぶ地球規模での重要課題で
あり、また、気候変動対策を含む様々な社会課題の解決に自然を
活用した解決策（Nature-based Solutions）が重視される背景
からも、生物多様性の損失を止め回復軌道に乗せることへの要求
が高まっている。
これらへの対応に必要とされている、今日まで積み重ねてきた

自然保護の努力に加えて、社会経済活動への生物多様性の主流化
に関する行動を示すものとしたい。

次期生物多様性国家戦略の策定に向けた基本的な考え方

（出典）中央環境審議会自然環境部会
第1回生物多様性国家戦略小委員会（11/26）資料＜抜粋＞

NbS

行動変容
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生物多様性損失の直接要因とその背後にある間接要因

IPBES地球規模評価報告書政策決定者向け要約（環境省）
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「価値観と行動」
の変革が不可欠

行動変容



NbSのグローバルスタンダード

出典：次期生物多様性国家戦略研究会資料より作成

IUCNにおいては、NbSを気候変動や自然災害を含む社会的課題に
対応し、人間の幸福と生物多様性の両方に貢献するものと定義
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生物多様性と気候変動の連関
・気候変動は生物多様性損失の直接要因の一つ。今世紀後半には最大の損失要因となる可能性。
・生物多様性は生態系サービスを通じて、気候変動への対応に貢献可能

出典：次期生物多様性国家戦略研究会資料より作成 12



生物多様性と気候変動の連関

出典：IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書：IGESによる翻訳と解説（2021年9月：IGES）
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図：気候変動、生物多様性と良質な生活の相互関係
青色の矢印は脅威、白色の矢印は機会(貢献)を示す

• 人類が住み続けられる気候を維持するための
地球温暖化の制御と生物多様性の保護は相
互に依存する目標で、これらの達成は人々の
持続的で公平な福利に欠かせない。

• 生態系の保護、持続可能な管理と再生のた
めの陸域・海域での多くの対策が、気候緩和・
適応及び生物多様性目標に向けたコベネ
フィットを生む。

【IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書】



生物多様性と気候変動の連関

生
物
多
様
性

気
候
変
動

適応⇒生物多様性は気候変動の適応に貢献
• 森林や緑地などの自然環境（生物多様性が豊かである状態）は、災害

の調節機能などの生態系サービスを有し、気候変動の適応に貢献

緩和⇒生物多様性は気候変動の緩和に貢献
• 森林や緑地などの自然環境（生物多様性が豊かである状態）は、植物

の光合成により二酸化炭素を吸収する気候の調節機能を有し、気候変
動の緩和に貢献

影響⇒気候変動は生物多様性に影響
• 地球温暖化が進むことにより、地球上の多くの動植物の絶滅リスクの増

加やサンゴ礁の消失などの可能性
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生物多様性対策と気候変動対策の連関

出典：IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書：IGESによる翻訳と解説（2021年9月：IGES）
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図：気候変動緩和策による生物多様性保全策への影響
青色の線は正の影響(相乗効果)、オレンジ色の線は悪影響(トレードオフ)を表す。ここに示す対策には未だ試験的又は構想段階のものも含まれ、従って今後の展開によって相互作用は変化する可能性がある

• 気候変動緩和・適応のみに焦点を絞った対策は、自然や自然の恵みに直接的・間接的な悪
影響を及ぼす可能性がある。



生物多様性対策と気候変動対策の連関

出典：IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書：IGESによる翻訳と解説（2021年9月：IGES）
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図：生物多様性保全策による気候変動緩和策への影響
青色の線は正の影響(相乗効果)、オレンジ色の線は悪影響(トレードオフ)を表す。ここに示す対策には未だ試験的又は構想段階のものも含まれ、従って今後の展開によって相互作用は変化する可能性がある

• 生物多様性の保護と回復に焦点を絞った対策は、気候変動緩和に大きく貢献することが多い。
しかしその効果は、生物多様性と気候の両方を考慮した対策に劣る可能性がある。



生物多様性対策と気候変動対策の連関

生
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適応⇒生物多様性対策が気候変動適応策に貢献
• 生物多様性の保全のために森林や緑地を保全したり緑地を創出したり

することは、雨水浸透機能の維持や雨水浸透域の拡大に貢献し、気候
変動に伴う大雨による浸水被害のリスク軽減につながる など

緩和⇒生物多様性対策が気候変動緩和策に貢献
• 生物多様性の保全のために森林や緑地における樹林の若返りを促した

り緑地を創出したりすることは、植物による二酸化炭素吸収量の拡大
につながる など

影響⇒気候変動対策が生物多様性対策に影響
• 森林伐採を伴うメガソーラーの設置など自然環境への配慮を伴わない

再生可能エネルギー施設の設置は、生物多様性の損失につながる
• 天然林を二酸化炭素吸収率の高い単一の樹種に置き換えることは、生物

多様性の劣化につながる など
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資源の消費と生物多様性・気候変動との連関
• 多量の資源消費が生物多様性損失や気候変動を引き起こしている。

• 持続可能な消費・生産への移行を図ることが、生物多様性保全や

1.5℃目標達成のために不可欠。
ネイチャー・ポジティブ

＋1.5℃

持続可能な消費・生産

生物多様性

資源の
大量消費

（現状）

資源消費とQOLのデカッ
プリング
- モノの作り方・売り
方・使い方を変える
- エフィシェンシー
×サフィシェンシー

出所：生物多様性と気候変動
IPBES-IPCC合同ワークショップ報告書：
IGESによる翻訳と解説

気候変動
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【出典】第3回サプライチェーン環境影響の削減に関する専門家会合資料



地域戦略改定に関する今後の予定

＜東京都＞
2021年～ 自然環境保全審議会で

改定内容の継続検討

2022年冬～ 東京都生物多様性地域戦略

改定（予定）
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＜国際動向・国の動向＞

2021年10月 生物多様性条約第15回締約国会議

（CBD⁻COP15）第一部の開催

2022年５月 CBD⁻COP15第二部の開催

ポスト2020生物多様性枠組採択（見込み）

2022年秋頃 次期生物多様性国家戦略閣議決定（見込み）

※自然環境保全審議会

による答申

「東京都環境基本計画」

との整合



「生物多様性の保全と持続可能な利用」
に向けた施策の方向性（論点）
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論点１ 生物多様性地域戦略改定
基本戦略２「持続的な利用」に関する施策の方向性

生物多様性の恵みを持続的に利用し、自然の機能を都民生活の向上にいかす

(1) 東京産の自然の恵みの利用（供給サービス）

(2) 防災・減災等につながる自然の機能の活用（調整サービス）

(3) 快適で楽しい生活につながる自然の利用（文化的サービス）
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NbS

ゼロドラフト基本戦略２（再掲）

＜視点＞

• 人と自然との関わりが希薄となった結果、都内の生物多様性が劣化している現状

• 都内の生物多様性の恵みを持続的に利用することにより、自然の保全・回復につなげるこ
とができる可能性、また、様々な社会的課題の解決に貢献することができる可能性

• 大量の自然資本を都外（国内外）に依存している中、都内における自然資本について
も持続的に利用する責任



論点２ 生物多様性地域戦略改定
基本戦略3「理解と行動変容」に関する施策の方向性
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行動変容

生物多様性の価値を認識し、都内だけでなく地球規模の課題にも対応した行動にかえる

(1)生物多様性に関する普及啓発

(2)人材育成と自然環境教育の促進

(3)都内だけでなく地球環境にも配慮・貢献する行動変容

ゼロドラフト基本戦略３（再掲）

＜視点＞

• 生物多様性の重要性に関する理解促進が進まず、認知度向上が不可欠

• 都内の自然に関わる人材が不足している現状

• 東京は、大量の自然資本を都外（国内外）に依存し、地球規模の課題にも対応する必要

• 現在の生物多様性の危機を乗り越えるためには、価値観の転換を含む「社会変革」が不可欠


